
識
し
国
民
党
代
表
二
十
名
、
其
の
他
政
党
及
び
無
党
無
派
代
表
二
十
名
を
以
て
構
成
す
。

(
ロ
)
軍
事
問
題
|
|
国
府
軍
は
六
ヶ
月
内
に
九
十
個
師
に
、
中
共
軍
は
一
一一
ヶ
月
内
に
二
十
個

師
に
縮
小
す
。

(
ハ
)
周
民
大
会
召
集
問
題
1

1
国
民
大
会
は
予
定
通
り
五
月
五
日
召
集
、

第
一
回
大
会
は
憲

法
採
択
に
限
定
ナ
。

(
-
一
)
憲
法
草
案
問
題

l
l五
・
五
憲
法
草
架
修
正
の
為
め
三
十
五
名
よ
り
な
る
館
法
草
案
修

定
委
員
会
を
設
立
し
二
ヶ
月
内
に
憲
法
草
案
を
作
製
す
。

月

米
ツ
京
峨
会
政

南
北
朝
鮮
分
割
占
領
に
伴
ふ
緊
急
問
題
を
討
議
す
る
為
め
、
米
ソ
両
軍
代
表
の
会
談
は
一
月

十
六
日
京
城
で
開
催
せ
ら
れ
、
爾
後
三
週
間
の
討
議
の
結
果
、
米
ソ
両
軍
代
表
各
玉
名
よ
り
成

る
米
ソ
共
同
委
員
会
の
設
置
、
両
地
域
聞
の
突
堤
郵
便
物
実
換
等
に
関
し
意
見
の
一
致
を

見、

二
月
五
日
終
了
せ
り
。

中
国
カ
ナ
ダ
借
紋
協
定
締
結

中
国
政
府
は
カ
ナ
ダ
政
府
よ
り
年
利
三
分
、

=一
十
ヶ
年
年
賦
償
還
に
て
六
千
万
弗
の
借
款
獲

得
に
成
功
し
、
同
協
定
を
締
結
ぜ
る
旨
二
月
十
六
日
発
表
せ
り
。

中
仏
条
約
及
び
協
定
締
結

中
国
外
交
部
長
王
世
木
川
氏
及
び
駐
華
仏
大
使
ジ
ヤ
ク

・
メ
リ
エ
氏
は
二
月
二
十
八
円
、
中
仏

平
等
条
約
並
に
中
仏
特
恵
協
定
の
調
印
を
終
了
せ
り
。
中
仏
平
等
条
約
に
依
り
仏
関
西
は
中
間

に
於
け
る
領
事
裁
判
権
其
の
他
治
外
法
権
的
諸
特
権
を
正
式
に
撤
廃
し
、
中
仏
特
恵
協
定
に
依

り
中
国
は
北
部
仏
印
進
駐
部
隊
の
撤
収
を
約
す
る
と
共
に
、
仏
蘭
西
は
仏
印
在
住
華
僑
の
均
等

地
位
保
障
、
雲
南
省
内
棋
越
鉄
道
の
譲
渡
に
同
意
せ
り
。

中
国
の
新
為
替
政
策

中
国
政
府
財
政
部
は
二
月
二
十
五
日
一
二
十
ケ
粂
よ
り
成
る
「外
悶
為
替
取
引
暫
定
弁
法
」
を
公

布
し
三
月
四
日
よ
り
施
行
せ
り
。
新
弁
法
に
依
れ
ば
中
央
銀
行
は
、
為
替
の
売
買
に
従
事
し
得

る
銀
行
を
指
定
す
る
と
共
に
、
為
替
仲
買
人
の
許
可
証
を
発
し
、
必
要
に
応
じ
て
は
自
ら
市
場

操
作
を
な
し
得
る
事
と
な
れ
り
。

海

外

経

済

調

査

〈

上

)

昭
和
二
十
一
年
四
月
i
六
月

指
定
銀
行
は
次
の
各
項
の
目
的
の
為
に
の
み
外
国
為
替
密
売
却
し
得
。

〔
一
)
輸
入
を
許
可
せ
ら
れ
た
る
貨
物
代
金

(
二
)
合
法
的
な
個
人
的
需
要

。
一
一
〉
其
の
他
中
央
銀
行
の
許
可
を
得
た
る
合
法
的
目
的
の
為
の
需
要

指
定
銀
行
は
同
時
に
次
の
如
含
取
引
よ
り
生
ず
る
外
国
為
替
を
買
取
り
得
。

(
一
)
中
国
よ
り
の
輸
出
及
び
再
輸
出
代
金

つ
乙
外
同
よ
り
中
国
へ
の
送
金

(
三
)
中
国
に
於
け
る
費
用
支
弁
の
為
に
売
ら
れ
た
る
外
国
為
替

一
九
四
六
年
度
中
国
予
算

中
国
財
政
部
長
命
鴻
釣
氏
は
三
月
二
十
五
日
国
民
参
政
会
の
席
上
一
九
四
六
年
度
予
算
を
報

告
せ
り
。
其
に
依
れ
ば
歳
出
二
兆
五
千
二
百
四
十
九
億
元
、
歳
入
一
兆
二
千
二
百
七
十
八
億
元

に
し
て
其
の
中
軍
事
費
は
一
兆
九
百
五
十
億
元
に
て
歳
出
総
額
の
約
四
割
三
分
に
相
当
す
。
尚

政
府
は
蔵
入
不
足
額
補
填
の
為
め
敵
産
売
却
に
依
る
六
千
二
百
億
元
を
捻
出
す
る
外
、
税
収
の

増
加
、
故
済
物
質
の
利
用
、
外
国
借
款
の
獲
得
等
に
依
る
収
入
増
加
の
方
途
を
講
ず
る
意
向
な

h

ツ。

昭
和
二
十
一
年
四
月
|
|

六
月

海

外

経

済

事

情

目
下
懸
案
中
の
米
国
の
対
外
借
畝
は
頗
る
多
〈
、
対
英
借
款
三
十
七
億
五
千
万
弗
を
初
め
、

対
ソ
借
款
十
億
弗
、
対
伊
一
億
如
、
対
チ
エ
ツ
コ
五
キ
万
弗
、
対
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
}
千
五
百
万

弗
等
あ
り
。
刻
仏
借
款
十
三
億
・
4
千
万
弗
は
五
月
二
十
九
日
遂
に
妥
結
を
見
た
り
。
之
等
一
聯

の
借
款
を
見
て
感
ぜ
ら
る
L

は
其
の
条
件
の
被
維
な
る
こ
と
に
し
て
貿
易
、
通
貨
、
政
治
等
各

種
の
案
件
処
理
を
規
定
し
居
り
、
単
な
る
借
款
条
件
に
非
ず
し
て
寧
ろ
綜
合
経
済
協
定
と
称
す

べ
き
も
の
な
り
。
対
英
借
款
は
周
知
の
如
〈
な
る
を
以
て
暫
〈
措
く
、
対
ソ
借
款
は
ソ
聯
勢
力

三
四
一



経

済

情

勢

調

査

(

そ

の

こ

)

下
に
在
る
東
欧
の
門
戸
開
放
を
一
条
件
と
し
て
受
渉
中
の
模
様
に
し
て
対
仏
借
款
亦
関
税
引
下

問
題
に
就
き
諒
解
を
遂
げ
た
る
も
の
L
如
〈
、
米
国
現
下
の
借
款
政
策
は
戦
後
自
由
経
済
実
現

の
有
力
な
る
蹴
粁
と
な
り
つ
L
め
り
。
(
別
項
袈
録
世
界
参
照
)

一
月
よ
り
二
月
に
亙
り
続
発
せ
る
米
国
労
働
龍
業
は
一
一
一
月
に
入
り
一
応
一
服
せ
る
が
、
四
月

に
至
り
炭
破
罷
業
を
き
っ
か
け
に
五
月
に
は
鉄
道
罷
業
起
り
、
政
府
は
終
に
山
氏
破
、
鉄
道
を
接

収
す
る
に
歪
れ
り
。
斯
か
る
強
力
措
置
を
講
ず
る
に
至
り
た
る
は
概
ね
次
の
迎
由
に
依
る
。

て
争
諮
の
大
規
模
化
に
伴
ひ
、
全
経
済
界
に
与
ふ
る
影
響
の
重
大
化
せ
る
こ
と
。

二
、
強
力
な
組
合
が
罷
業
の
中
心
と
な
り
、
罷
業
期
間
長
〈
、
闘
争
力
強
大
な
る
と
と
。

斯
か
る
政
府
の
断
乎
た
る
対
策
に
よ
り
鉄
道
罷
業
は
五
月
二
十
五
日
に
解
決
、
炭
破
罷
業
も

二
十
九
日
ル
イ
ス
と
グ
ル
ー
プ
内
務
長
官
聞
の
協
定
に
よ
り
、
解
決
す
る
に
至
れ
り
。

然
れ
ど
も
此
の
結
末
に
至
る
迄
労
、
資
、
政
府
三
者
聞
の
交
渉
は
難
渋
を
組
め
た
る
を
以
て

之
に
鑑
み
大
統
領
は
遂
に
、
五
月
二
十
五
日
罷
業
停
止
の
為
め
六
ヶ
月
の
則
限
付
の
大
統
領
緊

急
権
限
法
案
の
即
時
採
択
を
諸
会
に
要
請
す
る
に
歪
れ
り
。

同
案
は
下
院
は
圧
倒
的
多
数
を
以
て
可
決
せ
ら
れ
た
る
が
上
院
に
於
て
は
反
対
気
勢
強
く
其

の
成
行
は
探
甚
な
注
目
に
植
す
(
別
項
要
錦
参
照
)
。
予
て
其
の
存
践
を
巡
り
朝
野
論
議
の
的
た

り
し
米
国
物
価
統
制
法
案
は
四
月
央
下
院
に
於
て
修
正
可
決
、
上
院
に
回
付
せ
ら
れ
た
る
が
上

院
の
空
気
は
極
め
て
険
悪
に
し
て
下
院
以
上
の
修
正
予
想
せ
ら
れ
居
り
た
り
。
果
し
て
六
月
二

十
九
日
上
院
よ
り
回
付
の
妥
協
案
は
政
府
の
見
解
に
依
れ
ば
物
価
統
制
を
骨
抜
き
と
す
る
も
の

と
な
り
、
大
統
領
は
拒
否
椛
を
発
動
、
物
価
は
無
統
制
状
態
と
な
り
、
前
途
変
へ
ら
る
L

に
至

れ
り
。

英
国
に
於
て
は
産
業
国
営
化
計
画
の
第
一
歩
と
し
て
英
蘭
銀
行
の
国
営
化
が
二
月
十
八
日
断

行
せ
ら
れ
た
る
が
、
次
い
で
炭
破
悶
営
化
祭
が
下
院
を
通
過
引
続
会
上
院
に
て
審
議
中
な
り
。

政
府
は
更
に
四
月
十
七
日
製
鋼
業
の
国
営
化
な
決
定
し
下
院
に
該
案
を
上
程
せ
り
。
ウ
イ
ル
モ

ツ
ト
供
給
相
の
提
案
説
明
に
よ
れ
ば
政
府
は
予
て
鉄
鋼
業
者
拠
出
に
係
る
六
億
七
千
二
百
万
踏

の
予
算
を
以
て
す
る
鉄
鋼
業
再
建
七
筒
年
計
画
案
を
慎
重
研
究
の
結
果
右
計
画
遂
行
に
は
公
有

化
を
行
は
ざ
る
を
絢
ず
と
の
結
論
に
達
し
た
り
と
。
ロ
ン
ド
ン
タ
イ
ム

ス
は
右
政
府
案
を
批
評

し
て
「
製
鋼
業
の
悶
営
は
実
際
問
題
と
し
て
能
率
的
に
行
ふ
要
あ
り
短
期
間
に
国
際
競
争
に
耐

へ
得
る
様
改
善
を
裂
す
」
旨
論
ぜ
り
。

三
四
二

右
タ
イ
ム
ス
論
調
に
も
明
か
な
る
如
〈
、
英
国
最
近
の
産
業
国
営
化
の

一
要
因
は
戦
後
経
済

競
争
に
対
す
る

一
つ
の
準
備
と
見
得
ぺ
し
。
(
消
別
項
要
録
参
照
)

仏
国
金
融
使
節
団
は
三
月
以
来
ワ
シ
ン
ト
ン
に
て
借
款
交
渉
中
な
り
し
.
か
右
交
渉
は
五
月
二

十
九
日
遂
に
妥
結
を
児
、
米
国
務
長
官
パ

1
ン
ズ
氏
と
仏
特
派
大
使
レ
オ
ン
ブ
ル
ー
ム
氏
は
夫

夫
該
協
定
に
調
印
せ
り
。

借
款
金
・
舗
は
総
計
十
三
億
五
千
万
州
、
内
七
億
二
千
万
弗
は
武
器
貸
与
計
画
に
基
く
仏
国
の

対
米
債
務
決
済
と
仏
国
が
終
戦
以
来
購
入
せ
る
在
仏
米
余
剰
軍
需
資
材
の
代
金
支
払
に
充
当
、

残
額
六
億
五
千
万
弗
が
米
国
輸
出
入
銀
行
に
よ
り
供
与
せ
ら
れ
今
後
米
国
よ
り
の
物
資
購
入
に

向
け
ら
る
。

本
借
款
は
仏
国
の
産
業
再
建
五
ヶ
年
計
聞
の
遂
行
を
円
滑
な
ら
し
む
る
を
直
接
目
的
と
せ
る

が
、
同
時
に
米
国
と
し
℃
は
愉
出
を
振
興
、
之
に
よ
り
自
国
の
紫
栄
と
高
度
扉
怖
を
維
持
し
得

る
次
第
に
し
て
、
米
国
に
取
っ
て
も
貸
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
金
と
云
ひ
得
べ
し
。
尚
今
次
伯
款
は
仏

国
政
界
に
も
微
妙
な
影
響
を
与
へ
、
六
月
二
日
の
総
選
挙
に
中
間
派
の
人
民
共
和
党
が
大
勝
、

第
一
党
と
な
り
従
来
の
第
一
党
共
産
党
の
敗
北
を
喫
し
た
る
は
周
知
の
如
し
。

尚
仏
国
重
要
産
業
国
営
化
は
先
に
全
悶
抗
戦
会
識
に
よ
り
決
定
せ
ら
れ
ド
・
ず
l

ル
、
グ
ー

ア
ン
両
内
閣
の
手
に
よ
り
逐
次
災
現
を
見
つ
L

あ
り
た
る
が
四
月
末
怒
法
議
会
が
保
険
業
の
国

営
化
を
可
決
せ
る
を
以
て
予
定
の
全
部
を
終
了
せ
り
。
現
在
迄
に
国
営
化
を
見
た
る
も
の
は
炭

坑
、
銀
行
、
ガ
ス
、
電
気
、
地
下
鉄
等
な
り
。

要

録

世

界四

月

世
界
食
植
飢
鐙
救
済
問
題

戦
禍
に
依
る
生
産
減
退
に
基
づ
〈
世
界
的
食
粧
危
機
突
破
に
資
せ
ん
と
す
る
米
国
の
木
年
第

一
・
間
半
則
の
小
麦
(
及
小
麦
粉
)
輸
出
荷
累
計
は
約
三
百
六
十
八
万
七
千
ト
ン
と
発
表
せ
ら

る。
米
農
務
省
は
一
九
四
六
年
上
半
期
に
於
け
ゐ
肥
界
各
国
の
パ
ン
用
般
物
輸
入
需
要
置
は
最
低



七
億
三
千
二
百
万
ブ
ッ
シ
ェ
ル
(
約

一
千
九
百
六
十
万
ロ
ン
グ
ト
ン
)
と
発
表
せ
り
。
こ
れ
に
対

し
主
要
輸
出
国
よ
り
の
小
麦
供
給
可
能
量
左
の
如
し
。
(
単
位
百
万
ブ
ッ
シ
ェ
ル
)

米

国

一

九

O
乃
至
一
一
一

O

カ

ナ

ダ

一

一一一五
l
|
一
五
O

ア

ル

ゼ

ン

チ

ン

二

O
l
l
一一一
五

諜

洲

三

O
l
l
四
O

以

上

合

計

三

七

五

|
|
四
三
五

其
他
裸
麦
、

玉
萄
黍
、
燕
麦
及
大
麦
の
供
給
可
能
量
左
の
如
し
。
(
単
位
百
万
ブ
ッ
シ
ェ
ル
)

米

国

四

カ

J
ノ

ダ

八

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

プ

-フ

諸 ジ

国 ル

六 O

一一八

其

Jニ他

b 
fコ

。
四
八

以

五

月

世
界
通
貨
基
金
並
世
界
銀
行
業
務
開
始

世
界
通
貨
基
金
の
常
務
理
事
会
は
五
月
六
日
業
務
打
合
会
を
開
催
、
世
界
通
貨
基
金
は
世
界

通
貨
安
定
計
画
開
始
を
目
指
し
発
足
す
る
こ
と
L

な
れ
り
。

又
ブ
レ
ト
ン

・
ウ
ツ
ヅ
協
定
に
基
づ
く
国
際
金
融
上
の
姉
妹
機
関
た
る
世
界
銀
行
も
華
府

に
、
業
務
を
開
始
し
(
五
月
七
日
〉
戦
後
貿
易
に
於
け
る
通
貨
安
定
の
前
提
条
件
と
し
て
加
盟
諸

.
国
、
通
貨
に
対
し
金
並
に
弗
表
示
に
依
る
恒
久
相
場
を
決
定
す
る
こ
と
L
な
れ
り
。

以
上
に
依
り
通
貨

0

ア
ー
ル
の
完
成
を
朋
し
、
加
摺
諸
国
は
貿
易
収
支
の
不
均
衡
に
依
り

一
時

的
不
足
を
来
し
あ
る
弗
又
は
其
他
通
貨
を
右
プ
l
ル
よ
り
「購
入
」
し
得
る
こ
と
L

な
れ
り
。

輸
出
入
銀
行
の
融
資
限
度
拡
張

華
府
輸
出
入
銀
行
の
融
資
力
を
十
二
億
五
千
万
弗
方
引
上
案
が
議
会
に
提
出
ぜ
ら
れ
た
る
も

右
は
蘇
聯
其
他
数
ヶ
国
よ
り
の
借
款
申
込
に
対
処
せ
ん
と
す
る
も
の
な
り
。
同
行
は
対
中
国
借

款
用
五
億
弗
を
予
想
し
右
を
控
除
せ
る
対
外
融
資
余
力
は
約
一
般
弗
に
過
ぎ
ず
、
就
中

海

外

経

務

調

査

〈

上
〉

昭
和
二
十

一
年
四
月
|
六
月

対#
同
'

対

チ

を
割
当
の
予
定
な
り
。

要
救
済
国
の
米
穀
割
当

聯
合
国
合
同
食
糧
委
員
会
は
第
二

・
四
半
期
の
米
穀
割
当
を
五
十
八
万
一
千
殖
と
決
定
せ

り
。
(
右
は
同
期
間
各
国
緊
要
需
要
二
百
十
万
ト
ン
の
僅
か
二
八
劣
に
過
ぎ
ず
)

主
要
国
別
割
当
高
左
の
如
し
。
(
単
位
瑠
)

中

圏内
、
米
国
よ
り
供
給

伊仏

:r.. 

ツ

コ

香比

港 島

マ

レ

印

度

内
、
ブ
ラ
ヂ
ル
よ
り
供
給

ピ
ル
マ
よ
り
供
給

シ
ヤ
ム
よ
り
供
給

蹄英

極

東

軍

英
領
太
平
洋
諸
島 円

M
-

r
F
V
 

六
億
五
千
万
弗

一
億
弗

五
千
万
弗

一O
O、0
0
0

三
六
、
五
O
O

ご
一九
、
0
0
0

二

O
、0
0
0

六
九
、
0
0
0

一
四
六
、
0
0
0

二
回
、一
一一
O
O

九
五
、
0
0
0

一
O
、
六
七
O

九
、
八
O
O

九、

λ
0
0

一一一
、
0
0
0

英

領

ボ

ル

ネ

オ

四

O
O

尚
ピ
ル
マ
、
シ
ヤ
ム
及
仏
印
よ
り
の
米
穀
輸
出
量
合
計
は
百
五
十
万
ト
ン
に
上
る
筈
に
し

て
、
こ
れ
は
戦
前
平
均
の
六
百
万
ト
ン
の
四
分
の

-
な
り
。

尚
国
際
食
糧
会
議
は
蘇
聯
の
不
参
加
挫
に
五
月
二
十
日
よ
り
筆
府
に
て
開
催
。

国
際
緊
急
食
糧
委
員
会
の
新
設

現
在
の
聯
合
国
合
同
食
糧
委
員
会
を
解
体
し
、
新
た
に
国
際
緊
急
食
糧
委
員
会
設
置
せ
ら

る
L

こ
と
L
な
り
(
五
月
二
十
五
日
)
、
機
構
草
案
が
国
際
食
糧
会
議
本
会
議
に
提
出
せ
ら
る
L

笹
な
り
。

一一一
四
三



経

済

情

勢

調

査

〈
そ

の

こ
v

新
機
関
は
=
十
=
一ヶ
国
乃
至
二
十
五
ヶ
国
代
表
に
依
り
構
成
せ
ら
る
L
も
の
に
し
て
、
そ
の

存
続
期
聞
は

一
九
四
七
年
十
二
月
三
十
一
日
、
迄
な
り
。
ア
ン
ラ
及
び
国
際
聯
合
食
粧
農
業
機
関

が
之
と
密
接
な
る
連
絡
を
保
つ
こ
と
L
な
り
、
国
際
緊
急
食
騎
委
員
会
本
部
は
輩
府
に
設
置
せ

ら
る
L
筈。

_._ 
/" 

月

世
界
棉
花
生
産
激
減

米
国
農
務
省
外
国
農
業
関
係
局
の
発
表
に
依
れ
ば
、
一
九
四
五
|
四
六
年
度
の
世
界
綿
花
生

産
額
は
二
千
百
六
十
五
万
俵
〈
一
俵
謹
畳
は
四
七
八
封
度
)
と
推
定
せ
ら
る
。
こ
れ
は
一
九
二

一一
一
|
二
四
年
以
来
最
大
の
減
収
に
し
て
、
一
九
四
四
年
!
四
五
年
度
の
二
千
四
百
七
十
一
万
五

千
俵
に
比
す
れ
ば
一
二

O
%方
減
少
な
り
。
減
収
の
最
大
因
は
米
柿
の
揖
産
に
し
て
、
本
年
度
の

収
種
は
僅
か
に
九
百

一
万
五
千
俵
な
り
し
も
、
こ
れ
は
前
年
度
の
千
二
百
二
十
三
万
侠
、
前
五

ヶ
年
間
平
均
額
千
三
百
十
四
万
九
千
俵
に
比
す
れ
ば
、
激
減
な
り
。
本
年
度
の
米
相
減
産
は
植

付
面
積
の
縮
小
企
播
種
期
及
収
稽
期
に
於
け
る
過
度
の
降
雨
、
農
業
労
働
力
の
不
足
、
食
糧
生

産
へ
の
転
換
及
び
例
年
よ
り
虫
害
の
激
し
か
り
し
等
の
諸
因
に
基
〈
。

食

権

問

題

木
年
】
月

一
日
よ
り
六
月
二
十
日
迄
の
期
間
に
救
済
の
目
的
に
て
米
国
よ
り
世
界
各
地
向
柏

出
さ
れ
し
小
麦
粉
及
玉
初
黍
は
四
百
七
十
一
万
九
千
ロ
ン
グ
ト
ン
に
達
し
あ
る
も
、
六
月
末
日

迄
に
は
米
悶
は
約
六
百
万
ト
ン
を
柏
出
す
予
定
と
制
は
る
〈
フ
l
ヴ
ア
l
食
糧
使
節
に
会
見
後

デ
l
ヴ
イ
ス
飢
餓
緊
急
対
策
委
員
長
談
、
華
府
ご
十
五
日
発
〉
。

米
国
の
対
外
借
款
政
策
の
進
展

米
国
は
木
月
に
入
り
対
蘇
十
億
弗
借
款
交
渉
を
継
続
し
つ
-A
あ
り
、
又
米
仏
経
済
金
融
協
定

(
六
月
六
日
ニ

ュ
ー
ヨ

ー
ク
タ
イ
ム
ス
)
に
依
り
十
三
億
五
千
万
如
の
借
款
成
立
せ
り
。
対
英
借

款
も
本
月
十
七
日
以
降
討
議
中
・
な
る
処
米
下
院
銀
行
委
員
会
議
員
(
共
和
党
ウ
オ
ル
コ
ツ
ト
等
〉

に
依
れ
ば
、

一一
一
十
七
億
五
千
万
卯
の
対
英
借
款
は
、
英
国
が
献
聯
の
経
済
的
、
政
治
的
勢
力
純

聞
に
加
入
す
る
か
防
止
ぜ
ん
が
た
め
な
る
旨
言
明
せ
り
。
尚
、
対
芥
(
一

千
五
百
万
州
)
の
信
用

協
定
を
始
め
対
幹
小
閑
借
款
受
渉
も
漸
次
行
は
れ
つ
L
あ
り
。

二
四
四

国
際
資
本
に
依
る
単
一
航
空
会
社
案

国
際
民
間
航
空
会
議
英
代
表
は
悶
際
航
空
問
題
の
最
も
有
効
な
る
解
決
策
と
し
て
国
際
資
木

に
依
る
単
一

航
空
会
社
の
設
立
を
提
唱
、
之
が
実
現
迄
の
措
置
と
し
て
高
度
の
航
空
自
由
確
保

を
目
的
と
し
た
る
多
角
的
協
定
の
成
立
が
望
ま
し
含
旨
の
見
解
を
表
明
、
之
に
対
し
米
国
代
表

た
る
民
間
航
空
委
員
会
ボ
l

ギ
エ
委
員
長
は
斯
る
国
際
的
航
空
会
社
設
置
は
将
来
の
問
題
で
あ

り
、
現
在
の
処
各
国
の
民
間
航
・笠
会
社
に
依
る
、
運
営
の
方
が
遁
か
に
能
率
的
な
り
と
述
べ
た

。
h
円
J国

聯
原
子
力
委
員
会

国
際
聯
合
原
子
力
委
員
会
は
六
月
十
九
日
米
図
案
の
全
般
的
審
議
を
開
始
ぜ
る
も
中
間
的
試

験
的
批
評
以
上
の
言
論
を
期
待
し
符
ざ
る
も
の
L
如
し
。

米

州
四

月

昨
年
度
米
国
対
外
借
款
八
億
二
千
五
百
万
弗

四
月
一
日
国
務
省
発
表
に
よ
れ
ば
一
九
四
五
年
下
半
期
の
米
国
対
外
ク
レ
ヂ
ツ
ト
は
総
額
約

八
億
二
千
五
百
万
州
に
迷
す
と
。

フ

ン

五
億
五
千
万
邦

d

フ

ス

a 

"" 
ノレ

ギ

サ
ウ
デ
イ

・
ア
ラ
ビ
ア

五
百
万
州

五
千
万
邦

オ

ダ

日フ

ソ

メ

キ

シ

コ

二
千
万
邦

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

五
百
万
卯

八
千
五
百
万
仰

士
有

J
eジ

イ也

米
国
産
業
再
転
倹
進
妙

政
柴
一叫
転
挽
局
長
官
ジ
ョ
ン
・
ユ
ナ
イ
ダ
ー
は
凶
月
一一一日
現
在
工
業
生
出
向
は
年
並
に
し
て

一
千
五
百
億
州
に
上
り
賃
金
支
払
引
は
戦
時
中
の
年
制
八
百
二
十
他
州
の
水
準
に
近
ぐ
米
国
の

民
需
生
産
は
戦
時
平
時
を
通
じ
最
高
記
録
を
一
爪
し
居
る
旨
発
表
せ
り
。



米
国
個
人
所
得
増
加

商
務
省
発
表
に
よ
れ
ば
一
九
四
五
年
度
米
国
個
人
所
得
は
千
六
百
七
億
弗
の
巨
額
に
達
せ

り
。
右
は
従
来
の
最
高
一
九
四
四
年
度
の
千
五
百
六
十
八
億
弗
に
比
し
四
十
億
余
弗
の
増
加
、

戦
前
の

一
九
四
0
年
度
の
七
百
六
十
二
億
弗
に
比
し
二
倍
以
上
に
当
る
。

聯
邦
準
備
局
利
上
げ
反
対
表
明

米
国
聯
邦
準
備
局
は
四
月
二
十
五
日
声
明
を
発
表
、
準
備
局
は
現
在
政
府
の
支
払
ひ
居
る
刺

率
以
上
の
高
率
の
利
子
宏
米
国
債
券
に
対
し
支
払
ふ
と
と
に
賛
成
せ
ざ
る
旨
を
明
か
に
せ
り
。

現
筏
政
府
支
払
利
率
は
二
分
弱
に
し
て
国
債
に
対
す
る
利
払
総
額
は
年
約
五
十
億
弗
に
上
り
居

れ
り
。

五

月

米
国
、
絹
製
品
価
格
統
制
撤
廃

物
価
管
理
局
は
絹
糸
及

一
部
絹
製
衣
料
品
の
最
高
価
格
制
を
五
月
十
五
日
以
降
中
止
す
る
旨

発
表
せ
り
。

中
南
米
諸
国
金
保
有
高
滋
増

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
キ
ュ
ー
バ
、
メ
キ
シ
コ
、
ウ
ル
グ
ワ
イ
及
び
、
ヴ
エ
ネ
ズ
エ
ラ

の
順
に
て
夫
々
多
量
の
金
及
外
国
為
替
を
保
有
し
居
れ
る
が
、
戦
時
中
蓄
積
ぜ
ら
れ
た
る
金

YA

び
為
替
の
激
婚
を
示
す
商
務
省
の
統
計
に
よ
れ
ば
キ
ュ

ー
バ

は

一
九
四
一
年
に
比
し
今
や
八
倍

以
上
の
残
高
を
保
有
し
、
南
米
二
十
共
和
国
は
総
縦
四
十
三
億
一
一
千
五
百
六
十
八
万
弗
の
金
を

保
有
す
る
に
歪
れ
り
。

米
国
の
物
価
指
数
戦
後
の
最
高
記
録
を
示
す

労
働
統
計
局
の
報
告
に
よ
れ
ば
平
均
小
売
物
価
指
数
は
、
三
月
中
勾
戦
後
の
最
高
に
達
し

J

一
九
三
入
年
入
月
よ
り
三
割
二
分
を
上
廻
り
居
れ
り
。

米
国
の
三
月
中
貿
易
高

米
国
尚
務
省
の
発
表
に
よ
れ
ば
三
月
中
の
米
国
正
常
輸
出
は
総
額
五
億
八
千
三
百
万
弗
と

一

九
二
一
年
一
月
の
六
億
五
千
四
百
万
弗
に
次
「
高
記
録
を
示
せ
り
。
尚
貸
与
法
及
び
政
府
勘
定

積
出
を
含
む
三
月
の
総
輸
出
額
は

八
億
一
千
六
百
万
弗
、

輸
入
額
は
三
億
八
千
四
百
万
弗
な

杓
J

。

海
外
経
済
調
査
(
上
〉

昭
和
二
十
一
年
四
月
l
六
月

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
民
間
銀
行
を
公
有
化

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
政
府
は
三
月
二
十
六
日
中
央
銀
行
を
固
有
化
せ
る
が
四
月
二
十
五
日
新
た
に

法
令
を
発
布
。
之
に
よ
り
ア
ル
ゼ
ン
チ

y
の
全
民
間
銀
行
は
中
央
銀
行
の
事
実
上
の
代
理
機
関

と
な
り
た
り
。

J...・
/'¥ 

月

米
国
罷
業
停
止
法
案
の
内
容

上
院
は
一

週
間
の
討
議
の
後
六
月
一
日
修
正
付
で
ト
ル
1
マ
ン
大
統
領
の
罷
業
停
止
緊
急
権

限
法
案
を
可
決
、
之
を
下
院
に
再
回
付
せ
る
が
同
法
案
内
容
次
の
如
し
。

て

大
統
領
は
政
府
接
収
の
工
場
鉱
山
其
他
の
施
設
に
於
て
操
業
停
止
し
国
家
経
済
を
危
〈
す

る
場
合
国
家
的
緊
急
事
態
を
宣
言
し
得
。

て

同
事
態
の
下
に
於
て
大
統
領
は
操
業
再
開
の
期
日
を
決
定
し
又
政
府
管
理
下
に
於
け
る
賃

金
労
働
条
件
を
規
定
す
。

一
、
政
府
に
協
力
せ
ざ
る
企
業
者
、
役
員
或
は
労
働
組
合
指
導
者
は
最
高
罰
金
五
千
弗
、
禁
鋼

一
年
に
処
せ
ら
る
こ
と
あ
る
可
S
こ
と
。

一
、
政
府
管
理
中
に
罷
業
又
は
操
業
低
下
を
図
れ
る
者
は
本
法
又
は
鉄
道
労
働
法
に
よ
る
被
雇

傭
者
と
し
て
の
資
格
を
喪
ふ
。

て
検
事
総
長
は
政
府
の
操
業
再
開
の
命
令
を
施
行
せ
し
む
る
や
う
地
方
聯
邦
裁
判
所
に
要
請

し
得
。

物
価
統
制
撤
廃
局
を
新
設
か

物
価
管
理
局
延
長
案
に
闘
す
る
両
院
合
同
協
議
会
は
六
月
二
十
五
日
妥
協
成
立
、
両
院
本
会

議
に
か
け
る
連
び
と
な
れ
り
。
妥
協
案
の
内
容
次
の
如
し
。

(
一
)
物
価
管
理
局
は
七
月
一
日
以
降

一
ヶ
年
間
存
続
。

(
二
)
肉
類
、
家
禽
、
酪
農
晶
、
石
油
及
煙
草
の
価
格
統
制
は
引
続
き
実
施
。

さ
一)

物
価
統
制
撤
廃
局
を
新
設
、
物
価
管
理
局
長
官
乃
至
州
国
務
長
官
に
対
し
命
令
会
発
す
る

椛
限
を
与
へ
、
需
給
状
態
の
好
転
せ
る
物
資
に
対
し
価
格
統
制
を
撤
廃
。

(四
)

補
助
金
を
十
億
弗
に
引
下
げ
明
年
四
月
以
降
は
食
樹
補
助
金
は
全
面
的
に
廃
止
す。

(
五
〉
羊
毛
及
綿
製
品
の
最
高
価
格
は
羊
毛
、
棉
花
の
価
格
、
紡
績
工
場
の
平
均
再
転
換
費
及

一一
一四
五



経

済

情

勢

調

査

(

そ

の

こ
)

適
当
額
の
利
潤
を
加
へ
た
も
の
と
す
。
尚
此
の
場
合
学
毛
、
棉
花
の
価
格
は
市
場
相
場
乃
至

平
衡
価
絡
の
内
高
い
方
を
基
準
と
す
る
。

米
国
経
済
安
定
局
長
官
辞
職

米
国
経
済
安
定
局
長
官
チ
ェ
ス
タ
l

・
ボ
ウ
ル
ズ
は
議
会
を
通
過
せ
る
物
価
統
制

一
ヶ
年
延

長
法
案
に
慨
ら
ず
六
月
二
十
λ
日
辞
職
せ
り
。

米
国
財
政
赤
字
縮
減

一
九
四
六
年
度
に
於
け
る
赤
字
縮
減
は
予
定
以
上
の
成
功
を
収
め
四
月
大
統
領
の
発
表
せ
る

予
想
よ
り
十
億
弗
縮
小
の
成
績
を
挙
げ
得
る
見
込
な
り
。
そ
の
特
徴
次
の
如
し
。

(
一
)
国
庫
収
入
四
百
三
十
億
弗
に
近
く
未
曾
有
の
巨
額
に
上
る
。

。
一〉
支
出
実
計
は
大
統
領
の
予
想
よ
り
十
億
弗
減
と
な
る
。

(一
一一)

従
っ
て
赤
字
は
約
二
百
十
億
弗
と

一
九
四
五
年
度
の
半
分
以
下
と
な
る
見
込
。

英

国四

月

新
年
度
予
算
案

ド
ー
ル
ト
ン
版
相
が
九
日
下
院
に
舵
出
せ
る
一
九
四
五
|
四
六
会
計
年
度
予
算
実
績
並
に

一

九
四
六
|
四
七
会
計
年
度
予
算
概
算
次
の
如
し
。
(
単
位
百
万
締
)

新
年
度
予
算

三
、
八
三
七

三
二
九
三

六
四
四

歳

総

額

歳

入

総

額

差
引
歳
入
不
足

昨
年
度
実
績

五
、
四
八
四

=一
、
二
八
四

二
二
一O
O

出

尚
蔵
相
は
木
予
算
案
は
対
米
借
款
の
成
立
を
前
提
と
し
、
成
出
見
秘
は
昨
年
度
に
比
し
一
一一

一
路
減
少
、
歳
入
不
足
額
六
億
凹
千
四
百
万
醗
は
全
額
小
瓶
貯
蓄
に
依
り
賄
ふ
予
定
の
旨
を
説

明
せ
り
。

鉄
鋼
業
国
営
化
決
定

英
国
政
府
は
予
て
鉄
鋼
業
国
営
化
に
村
き
検
討
中
の
処
十
五
日
の
閣
議
に
於
て
之
が
決
定
を

見
、
十
七
日
下
院
に
鉄
鋼
業
国
営
化
法
案
を
上
呈
せ
り
。
同
案
に
対
す
る
保
守
党
側
の
反
対
激

し
〈
、
又
鉄
鋼
業
の
生
産
能
率
増
進
の
為
め
に
は
資
本
家
側
も
労
働
組
合
側
も
国
営
化
を
必
ず

四
六

し
も
妥
当
と
せ
ず
、
同
案
成
立
迄
に
は
相
当
の
波
欄
予
想
せ
ら
る
。

英
帝
国
首
相
会
議

英
帝
国
首
相
会
議
は
二
十
三
日
よ
り
首
相
官
邸
に
於
て
開
催
、
会
期
は
三
週
間
に
亘
る
予
定

に
し
て
、
経
済
関
係
の
主
要
議
題
は
英
帝
国
の
戦
略
的
変
通
線
、
米
英
金
融
協
定
、
食
糧
情
勢

に
対
す
る
自
治
領
の
共
働
行
動
、
イ
タ
リ
ア
総
民
地
の
将
来
等
に
関
す
る
も
の
な
り
。

英
仏
金
融
協
定
成
立

四
月
三
十
日
英
国
政
府
は
英
仏
新
金
融
協
定
の
成
立
を
発
表
、
右
協
定
は

一
九
四
五
年
一
一
一月

の
協
定
に
よ
る
対
仏
ク
レ
ヂ
ツ
ト
一
億
五
千
万
磁
の
残
額
一
億

一
千
万
磁
を
一
九
四
六
年
末
迄

に
分
割
償
還
せ
し
め
、
内
三
千
五
百
万
畷
は
金
を
以
て
支
払
ふ
こ
と
L
し
、
尚
本
年
末
迄
の
磁

領
域
に
於
け
る
仏
繭
西
の
物
資
購
入
は
仏
蘭
西
手
持
の
跨
資
金
を
以
て
賄
ふ
べ
き
こ
と
を
規
定

せ
り
。
右
協
定
に
対
し
仏
蘭
西
側
に
は
不
満
の
声
相
当
あ
り
。

五

月

英
逼
経
済
協
定
成
立

戦
後
英
国
の
シ
ヤ
ム
に
対
す
る
支
配
力
は
復
活
し
つ
L
あ
り
し
が
、
五
月
初
両
国
間
に
左
の

如
き
経
済
協
定
成
立
せ
り
。

(
一
)
両
国
間
の
為
替
レ
ー
ト
を
一
時
対
四
O
パ

1
ツ
に
公
定
す
。

つ
乙
英
国
は
噸
当
り
十
二
鴎
十
四
志
の
価
絡
を
以
て
今
後
一
筒
年
以
内
に
シ
ヤ
ム
米
一
一
一

O

万
噸
を
買
付
く
。

配
送
電
国
営
化

五
月
十
日
シ
ン
ウ

エ
ル
燃
料
相
は
配
送
電
の
国
営
化
を
計
画
中
な
る
旨
発
表
せ
り
。

電
力
業

の
国
営
は
労
働
党
が
予
て
政
綱
に
掲
げ
た
る
処
に
し
て
、
英
国
の
電
力
業
は
一
九
二
六
年
の
電

力
供
給
法
に
よ
り
中
央
電
気
庁
の
統
制
下
に
在
る
も
、
配
電
に
就
て
は
全
然
自
由
経
営
な
る
為

め
今
回
の
国
営
は
此
の
点
に
就
て
行
は
る
L
も
の
な
り
。

低
利
貯
蓄
債
券
発
行

五
月
十
四
日
ド
1
ル
ト
ン
蔵
相
は
一
九
六
四
|
六
六
年
償
還
二
分
半
利
附
貯
蓄
伯
券
の
先
行

を
発
表
。
右
は
従
来
の
三
分
利
附
貯
蓄
位
券
に
比
し
五
鹿
低
率
に
し
て
、
政
府
の
国
債
利
率
引

下
の
方
向
を
示
す
も
の
と
注
目
せ
ら
る
。



第
一
四
半
期
の
貿
易
状
況

商
務
院
の
発
表
に
拠
れ
ば
、
第
一
四
半
期
の
輸
出
は
一
一
億
λ
千
四
百
万
磁
に
し
て
前
年
同
期

に
比
し
六
千
五
百
万
国
防
増
、
輸
入
は
二
億
六
千
六
百
万
確
に
し
て
同
じ
く
四
千
七
百
万
磁
の
増

加
を
示
せ
り
。
右
数
字
を
年
制
に
換
算
せ
ば
輸
出
は
七
億
三
千
六
百
万
勝
と
な
り
て
ア
ト
リ
ー

首
相
の
自
棋
額
七
億
五
千
万
醗
に
接
近
す
る
も
、
愉
入
は
十
他
六
千
四
百
万
勝
と
な
り
て
結
局

三
億
二
千
八
百
万
磁
の
入
超
を
予
想
せ
ら
る
。
尚
四
月
中
の
輸
出
数
量
は
政
府
発
表
に
依
れ
ば

戦
前
の
九
O
劣
に
遥
せ
る
由
な
り
。

失

業

者

数

ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
労
働
相
の
発
裁
に
拠
れ
ぽ
四
月
八
日
現
在
の
失
業
者
・数
は
三
十
七
万

一
千
四

百
十
名
に
し
て
三
月
初
よ
り
五
百
名
を
減
少
、
三
一
月
末
に
於
て
輸
出
品
生
産
に
従
事
せ
る
労
働

者
数
は
百
十
七
万
六
千
人
に
違
せ
り
。
復
員
進
捗
に
伴
ひ
労
働
力
不
足
は
精
緩
和
せ
ら
れ
た
る

も
、
一
部
に
於
け
る
労
力
不
足
は
依
然
解
消
せ
ざ
る
岐
様
。
因
に
一
九
三
九
伊
十
一
月
の
失
業
者

数
は
二
百
万
人
(
農
業
労
働
省
、
銀
行
及
保
険
業
並
に
家
事
使
用
人
を
含
む
)
、
一
九
四
一
年
五

月
に
は
三
十
六
万
八
千
人
な
り
。

ーL..
/'¥ 

月

労
働
党
の
国
営
化
計
画

労
働
党
年
次
大
会
は
ボ

ー
ン
マ
ス
に
開
催
中
な
る
が
、

十
一

日
ハ

l
パ
l
ト

・
モ
リ
ソ
ン
植

相
は
目
下
、
化
学
工
業
、
石
油
工
業
、
漁
業
及
び
農
業
の
国
営
化
を
全
固
執
行
委
員
会
に
於
て

審
諮
中
に
し
て
、
一
九
五
O
年
の
総
選
挙
に
際
し
て
は
同
党
政
綱
に
上
記
四
・溢
撲
の
国
営
化
を

掲
「
る
予
定
な
る
旨
言
明
せ
り
。

綿
業
界
の
労
力
鑑

労
働
力
不
足
は
英
国
都
製
品
生
産
に
と
り
最
大
の
脆
路
と
さ
れ
、
業
界
は
之
が
対
策
に
腐
心

し
つ
L
あ
り
し
が
、
最
近
ラ
ン
カ
シ
ヤ
に
於
て
は
良
質
綿
花
の
使
用
に
よ
り
労
働
時
間
の
節
約

を
図
る
と
共
に
、
自
動
織
機
の
使
用
へ
転
換
せ
ん
と
の
傾
向
見
受
け
ら
る
。
尚
ジ
ユ
ス
タ
1
・糾

業
調
査
委
員
会
報
告
に
於
て
も
労
働
者
の
大
量
獲
得
が
期
待
出
来
ざ
る
今
日
、
労
働
者
一
人
当

り
の
生
産
高
を
増
加
せ
し
む
る
為
め
に
は
、
機
械
と
生
産
方
法
に
革
命
的
変
更
を
加
ふ
る
必
要

の
あ
る
旨
を
指
摘
せ
り
。

海
外
経
済
調
査
(
上
〉

昭
和
ご
十
一
年
四
月
l
六
月

パ
ン
割
当
配
給
実
施

ス
ト
ラ
チ
l
食
糧
相
は
二
十
七
日
下
院
に
於
て
来
る
七
月
二
十
一
日
よ
り
パ
ン
並
に
小
麦
粉

の
割
当
配
給
を
実
施
す
る
旨
発
表
、
普
通
家
庭
に
対
す
る
一
日
の
パ
ン
割
当
量
は
次
の
如
し
。

成

人

十

一
歳

l
十
八
歳
の
児
童

五
蔵
l
十
一
蔵
の
小
児

一
蔵

i
五
歳
の
小
児

一
歳
以
下
の
幼
児

九
オ
ン
ス

一
二
オ
ン
ス

八
オ
ン
ス

四
オ
ン
ス

二
オ
ン
ス

但
し
筋
肉
労
働
者
、
姫
産
刷
、
及
び
成
長
則
の
児
童
に
対
し
て
は
増
配
が
行
は
れ
、
又
割
当

量
の
全
部
を
パ
ン
又
は
小
麦
粉
で
受
く
る
か
、
又
は
一
部
を
小
麦
粉
で
受
く
る
か
に
付
自
由
選

択
を
許
す
こ
と
L
せ
り
。

ソ

聯四

月

ソ
・
イ
石
油
協
定

予
て
両
国
聞
に
受
渉
中
な
り
し
ソ

・
イ
石
、
前
協
定
は
木
五
日
駐
イ
、
ソ
聯
大
使
サ
ド
チ
コ
フ

氏
イ
ラ
ン
首
相
サ
ル
タ
ネ
l
氏
聞
に
調
印
を
了
せ
り
。
右
協
定
の
概
要
左
の
如
し
。

(
一
)

ソ

・
イ
合
弁
石
油
会
社
設
立
、
会
社
の
存
続
期
聞
は
五
十
ヶ
年
と
す
。

。
一
)
前
半
の
二
十
五
ヶ
年
は
ソ
聯
が
全
株
式
の
五
一
%、
イ
ラ
ン
四
九
%
を
引
受
〈
る
も
の

と
す
。
後
半
の
二
十
五
ヶ
年
は
ソ
聯
五
O
%
、
イ
ラ
ン
五
O
%
と
す
。

〈
三
)
会
社
の
利
益
は
夫
A

持
株
数
に
比
例
し
て
分
配
す
。

(
四
)
イ
ラ
ン
政
府
は
会
社
の
石
油
開
発
地
域
を
外
国
の
利
権
会
社
又
は
外
人
及
外
国
資
本
の

参
加
せ
る
イ
ラ
ン
の
会
社
に
提
供
せ
ざ
る
こ
と
を
約
す
。

(五
)

出
資
は
イ
ラ
ン
側
よ
り
石
油
開
発
を
行
ふ
含
泊
地
域
の
提
供
を
以
て
し
、
ソ
聯
側
よ
り

採
油
一
A
精
油
に
必
要
な
る
一
切
の
経
費
、
設
備
、
専
門
家
放
に
労
働
者
の
賃
金
支
払
を
以
て

す。
ソ
洪
石
油
協
定
成
立

予
て
交
渉
中
な
り
し
ソ

・
洪
石
油
協
定
は
本
八
日
ブ
タ
ペ
ス
ト
に
於
て
両
国
間
に
調
印
を
了

一二四
七



経

済

情

勢

訓

査

(
そ
の
二
〉

せ
り
。
右
は
ソ

・
洪
合
弁
石
油
会
社
の
設
立
、
石
油
、

天
然
ガ
ス
の
生
産
、
精
油
所
の
建
設
、

製
品
の
販
売
を
内
容
と
す
る
も
の
な
り
。

ソ
・
波
通
商
協
定
成
立

本
十
二
日
モ
ス
ク
ワ
に
於
て
ソ
聯
外
国
貿
易
相
ミ
コ
ヤ
ン
披
共
和
国
臨
時
政
府
貿
易
相
エ

γ

ド
リ
ホ
ス
キ
l
聞
に
ソ

・
波
通
商
協
定
の
調
印
を
見
た
り
。
右
に
依
り
両
国
は
一
九
四
六
年
四

月
一
日
よ
り
一
九
四
七
年
四
月
一
日
に
至
る
一

ヶ
年
内
に
米
貿

-
億
九
千
六
百
万
仰
に
上
る
物

資
を
相
互
に
提
供
す
る
こ
と
L
な
れ
り
。

ソ
・
斉
経
済
的
相
互
援
助
に
関
す
る
声
明

四
月
二
十
四
日
ソ
芽
両
国
政
府
は
両
閣
の
経
済
的
相
互
援
助
に
付
次
の
如
く
共
同
声
明
を
発

表
せ
り
。

八
一
〉
ソ
聯
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

・
ノ
ル
ウ
a
l
間
境
附
近
の
パ
ス
ヴ
イ
ク
河
発
電
所
に
附
す
る

利
権
を
磁
得
、
同
時
に
ペ
ツ
ア
モ
に
於
け
る
ニ
ッ
ケ
ル
鉱
山
の
開
発
を
行
ふ
こ
と
。

(
ニ
)

ソ
聯
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
対
し
肥
料
と
交
換
に
十
万
噸
の
穀
物
を
供
給
し

E
フ
イ
ン
ラ

ン
ド
囲
内
に
於
け
る
輸
送
施
設
の
改
普
に
援
助
を
与
ふ
。

ソ
聯
食
緬
配
給
制
度
の
廃
止
を
言
明

ソ
聯
・
尚
柴
山
魁
設
新
五
ヶ
年
計
画
は
食
縮
品、

衣
服
、
靴
類
及
一
般
消
世
材
に
対
す
る
闘
民
の

需
要
を
充
足
し

E
調
挫
す
る
訟
題
に
直
面
し
あ
る
が
、
ソ
聯
商
相
リ

ュ
ビ
ー
モ
フ
氏
は
四
月
二

十
五
日
次
の
如
〈
言
明
せ
り
。

「
五
ヶ
年
計
耐
に
於
け
る
国
営
及
協
同
組
合
小
売
企
業
の
売
上
総
額
は

二
億
七
千
六
百
万
留

に
述
す
。
食
糧
品
売
上
高
は
一
九
凶
O
年
に
比
し
二一一
一路
明
大
す
ぺ
く
、
パ
ン
、
穀
粉
類
及

マ
カ
ロ
ニ
の
剖
当
販
売
制
廃
止
は
既
に
本
年
駄
に
は
突
施
せ
ら
る
べ
し
」

五.

月

ソ
聯
富
簸
式
公
債-一
百
億
留
発
行

五
月
一}
一
円
政
府
は
新
五
ヶ
年
計
岡
遊
行
に
、
総
公
な
る
財
枇
捻
出
の
為
左
記
条
件
を
以
て
彼
興

刷
発
公
的
闘
を
発
行
す
る
こ
と
L

せ
り
。

一
、
制
迎
州
限
二
十
ヶ
年

二
、
償
還
の
方
法
宙
範
式
に
依
る
。
先
行
制
の
三
分
の
一
は
当
り
鍛
に
し
て
、
当
銭
者
に
対

三
四
八

し
て
は
年
四
%
の
利
子
及
賞
金
を
授
与
す
。
残
り
一一
一分
の
こ
は
二
十
ヶ
年

後
に
額
面
額
の
償
還
を
受
〈
る
も
の
と
す。

ソ
聯
労
働
予
備
省
新
設

五
月
十
五
日
附
ソ
聯
最
高
会
議
幹
部
会
合
に
依
り
労
働
予
備
総
管
理
部
及
労
働
力
監
査
配
分

餐
員
会
は
労
働
予
備
省
に
改
組
せ
ら
れ
た
り
。
新
省
は
職
業
学
校
、
鉄
道
学
校、

工
場
学
校
を

直
接
管
理
し
、
且
ソ
聯
労
働
予
備
軍
の
監
査
、
調
達
及
町
分
を
指
導
す
る
こ
と
L
な
れ
り
。
労

働
予
備
相
に
は
ペ

・
ヴ
ヱ

・
プ
ロ
ホ
ロ
ウ
イ
チ
氏
任
命
せ
ら
れ
た
り
。

_，_ 
ノ¥

月

ソ
聯
第
四
次
計
画
五
月
の
遂
行
状
態

五
月
の
ソ
聯
基
本
肱
業
生
産
遂
行
状
態
左
の
如
し
。
銑
鉄
六

・
六

%
、
鋼
鉄
八
路
、
圧
延
材

四
・
九
%
、

鉄
骨
一

・
九
%
、
コ

ー
ク
ス
一

・
七
%
、
鉄
鉱
一

・
四
%
を
夫
々
超
過
遂
行
せ

り
。
南
・部
地
怖
に
於
け
る
鉄
鋼
工
場
も
生
産
増
加
し
、

彼
興
も
進
捗
し
つ
L
あ
り
。
昨
年
間
則

に
比
し
夫
々
銑
鉄
四

一
%
、
鋼
鉄
八
一
%、

コ
ー
ク
ス
六
O
%、

圧
延
材
五
八
Mm、
鉄
鉱
四

一
一
一
沼
会
生
産
せ
り
。

尚
非
鉄
冶
金
工
業
省
所
属
工
場
も
略
々
五
月
生
産
計
画
在
遂
行
せ
り
。

ソ
聯
の
復
員
状
況

ソ
聯
は
過
去
十
ヶ
月
聞
に
一
千
万
に
上
る
兵
士
の
復
員
を
完
了
、

万
に
上
る
と
。
(
ニ
ユ
l

ル
ン
ベ
ル
グ
抱
A
-
P
六
月
四
日
)

ソ
聯
に
於
け
る
パ
ン
販
売
庄
の
開
設

現
有
武
装
兵
力
は
約
六
百

六
月
八
日
政
府
は
パ
ン
、
穀
粉
、
穀
物
類
の
配
給
制
度
や
・廃
止
す
る
掛
恨
の
一

部
と
し
て
来

る
七
月
一
日
よ
り
九
月
末
日
迄
悶
内
全
般
に
亘
り
五
千
ケ
所
以
上
に
上
る
パ
ン
販
売
陪
及
日
用

品
百
貨
・間
山
内
に
パ
ン
販
売
部
を
開
設
す
ベ
〈
決
定
せ
り
。

ソ
際
友
好
相
互
銀
助
条
約
批
准

六
月
λ
日
ソ
聯
公
使
イ
ワ
ノ
フ
氏
誕
滋
市
人
民
共
和
国
首
相
知
外
相
チ
ヨ
イ
パ

ル
サ
ン
氏
問

に
ソ
説
友
好
相
五
媛
助
条
約
に
附
す
る
批
准
舎
を
交
換
せ
り。

右
は
一
九
四
六
年
二
月
一
干
七
日
ソ
聯
外
相
モ
ロ
ト
フ
氏
H
桜
山
人
民
共
和
凶
首
相
煎
外
相
チ

ヨ
イ
パ

ル
サ
ン
氏
問
に
制
印
を
了
せ
る
も
の
に
し
て
、
一
九
三
六
年
三
月
十
ご
日
締
結
せ
ら
れ



た
る
ソ
蒙
友
好
相
互
援
助
に
関
す
る
議
定
書
が
期
限
満
了
せ
る
に
付
更
に
向
ふ
十
ヶ
年
間
延
長

を
内
容
と
せ
る
も
の
な
り
。

ア
ン
ラ
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
救
済
費

本
九
日
マ
グ
ダ
ツ
フ
イ

・
ア
ン
ラ
使
節
団
長
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
救
済
に
付
次
の
如
く
発
表
せ

。

h
ソ

「
ア
ン
ラ
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
救
済
費
総
計
は
一
億
八
千
九
百
万
弗
に
上
り
、
内
六
千
九
首
万
弗

の
物
資
は
既
に
ソ
聯
側
に
於
て
受
取
済
か
又
は
租
出
を
了
し
た
る
も
の
に
し
て
、
残
余
の
割

当
物
資
秘
出
遅
延
の
主
た
る
原
因
は
米
国
内
の
罷
業
に
由
る
。
」

ソ
聯
ユ

l
ゴ
ス
ラ
ヴ
イ
ヤ
軍
事
協
定
成
立

ソ
・
ユ
両
国
政
府
は
ソ

・
ユ
軍
事
協
定
成
立
に
付
、
共
同
声
明
を
発
表
。
右
は
ソ
聯
が
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ヴ
イ
ア
に
対
し
武
器
及
軍
需
品
を
供
給
す
る
こ
と
を
内
容
と
せ
る
も
の
な
り
。
(
六
月

十
日
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
放
送
〉

ド
ヱ
エ
l
プ
ル
発
電
所
復
興
状
況

本
十
七
日
ソ
聯
ロ
ギ
ノ
フ
発
電
相
は
ド
エ
エ

l
プ
ル
発
電
所
復
興
状
態
に
付
次
の
如
〈
言
明

せ
り
。「

既
に
十
九
万
七
千
立
方
米
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、

約
四
千
噸
の
鉄
筋
建
築
、

八
千
箇
所
以
上

に
上
る
破
臨
施
設
の
取
般
し
を
完
了
、
一
副
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
五
万
五
千
立
方
米
を
使
用
し
四

千
四
百
噸
に
上
る
鉄
筋
建
築
の
組
立
を
完
了
並
に
建
築
地
域
内
に
六
十
三
粁
の
鉄
道
を
施
設

せ
り
。
尚
発
電
所
用
タ
ー
ビ
ン
の
大
部
分
は
現
在
レ
エ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
工
場
に
於
て
、
他
の

一
部
は
米
国
に
於
て
製
造
中
な
り
。
」

{ム

国四

月

仏
・
ソ
穀
物
協
定
調
印

ミ
コ
ヤ
ン
・
ソ
聯
国
貿
易
相
、

シ
ヤ
ル
パ
ン
チ
エ
仏
代
表
は
六
日
対
仏
穀
物
輸
出
協
定
に
調

印
せ
り
。
之
に
依
り
ソ
聯
は
仏
国
に
対
し
本
年
四
月
、
五
月
、
六
月
の
一
一
一
ヶ
月
間
に
小
麦
四
十

万
噸
大
麦
十
万
噸
を
輸
出
す
る
と
と
と
な
れ
り
。

海

外

経

済

制

査

(

上

)

昭
和
三
十
一
年
四
月
|
六
月

仏
議
会
第
四
共
和
国
憲
法
可
決

仏
国
態
法
議
会
は
十
九
日
一
院
制
議
会
を
骨
子
と
す
る
新
憲
法
草
案
を
可
決
せ
り
。
本
法
案

は
共
産
、
社
会
両
党
の
支
持
を
受
け
三
百
九
票
対
二
百
凶
十
九
-
票
即
ち
六
十
表
の
差
を
以
っ
て

可
決
せ
ら
れ
た
り
。

五

月

仏
・
ソ
貿
易
協
定
調
印

昨
年
十
二
月
締
結
せ
ら
れ
た
る
仏
・
ソ
貿
易
協
定
は
二
日
調
印
を
了
せ
り
。
木
協
定
は
期
限

王
ケ
年
と
し
両
国
聞
の
貿
易
関
係
を
確
立
す
る
を
目
的
と
し
、
物
資
輸
出
入
の
条
件
を
規
定
す

る
と
共
に
パ
リ
に
設
置
す
る
ソ
聯
通
商
代
表
L
L
仏
国
側
と
の
協
議
方
法
を
定
め
あ
り
。
輸
出
入

品
と
し
て
は
仏
国
よ
り
化
学
製
品
、
電
気
機
械
、
水
力
機
械
及
植
民
地
産
物
を
輸
出
し
、
ソ
聯

よ
り
石
油
、
木
材
、
マ
ン
ガ
ン
、
羊
毛
、
皮
革
を
輸
入
す
。

新
憲
法
国
民
投
票
に
依
り
否
決

去
月
十
九
日
議
会
を
通
過
せ
る
新
憲
法
は
五
日
挙
行
せ
ら
れ
た
る
国
民
投
票
に
依
り
拒
否
せ

ら
れ
社
会
、
共
産
両
党
は
遂
に
政
治
的
敗
北
を
喫
せ
り
。
賛
否
投
票
数
左
の
如
し
。
〈
コ
ル
シ

カ
烏
投
票
数
除
く
〉

賛

成

九

、

四

半

O
、
五
七
O

反

対

一

O
、
六
三
二
、
四
三

O

米

・
仏
経
済
金
融
協
定
調
印

二
十
八
日
十
三
億
七
千
万
弗
の
対
仏
借
裁
を
目
的
と
す
る
協
定
成
立
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
及
び

パ
リ
に
於
て
同
時
発
表
せ
ら
れ
た
り
。
右
金
額
中
六
億
五
千
万
弗
は
ワ
シ
ン
ト
ン
輸
出
入
銀
行

の
供
与
す
る
も
の
に
し
て
残
り
七
億
二
千
万
弗
は
武
器
貸
与
計
画
に
関
す
る
仏
国
の
対
米
債
務

決
済
並
に
在
仏
米
軍
需
物
資
購
入
に
充
当
す
る
も
の
な
り
。

....L. 
/'¥ 

月

憲
法
制
定
会
議
選
挙
結
果

国
民
投
援
に
依
る
新
憲
法
草
案
拒
否
の
結
果
、
憲
法
制
定
会
議
改
選
、
総
選
挙
は
二
日
挙
行

せ
ら
れ
た
が
、
対
ソ
穀
物
協
定
、
対
米
借
款
成
功
を
以
っ
て
社
会
、
共
産
両
党
優
勢
な
り
と
の

予
想
に
反
し
人
民
共
和
党
は
左
の
得
票
数
を
以
っ
て
第
一
党
と
な
り
た
り
。
一
一
一
大
政
党
得
票
数

一一
一
四
九



経

済

情

勢

調

査

〈

そ

の

こ
〉

左
の
如
し
。

人
民
共
和
党
一

六一

、
共
産
党

一
四
回
、
社
会
党
一
一
回

新
内
閣
成
立

十
一
日
総
辞
職
せ
る
グ
ア
ン
内
聞
に
代
り
二
十
四
日
人
民
共
和
党
領
袖
ピ
ド
l
氏
を
首
班
、
と

せ
る
新
内
閣
の
成
立
を
見
、
副
首
席
に
は
共
産
党
、
社
会
党
各
領
袖
グ
ア
ン
、
及
ト
レ
!
ズ
が

そ
れ
み
1
就
任
、
胤
僚
は
総
選
挙
に
於
て
挟
せ
る
各
党
勢
力
の
比
例
と
し
人
民
共
和
λ
、
共
産

七
、
社
会
六
と
振
当
て
ら
れ
た
り
。

独

逸
四

月

独
逸
社
会
統

一
党
誕
生

独
迦
社
会
民
主
党
及
独
逸
共
産
党
代
表
一
五

O
O名
は
十
四
日
伯
林
に
会
合
、
両
党
合
同

「
社
会
統
-
党
」
を
結
成
せ
り
。

独
の
対
和
蘭
賠
償
一

千
万
mm

聯
合
閏
独
地
管
理
々
事
会
は
四
月
二
十
日
和
醐
政
府
に
対
し
賠
償
充
当
独
地
工
業
の
リ
ス
ト

を
送
付
せ
り
。
和
蘭
の
得
る
賠
償
は
一
千
万
磁
、
六
週
間
内
に
右
リ
ス
ト
中
よ
り
其
の
取
得
す

べ
き
工
業
施
設
を
決
定
す
る
筈
。

米
国
対
日
独
相
互
鍾
助
提
案

(四
月
二
十
九
日
巴
盟
発
U
-
P
)米
国
は
日
独
両
国
の
正
式
軍
事
占
領
終
了
後
一
一
十
五
年
に

亘
り
両
国
に
完
全
な
武
装
解
除
を
賦
課
す
る
条
約
の
草
案
を
主
要
同
盟
国
に
提
示
せ
る
旨
発
表

せ
り
。

五

月

強
逸
米
軍
占
領
地
湾
内
賠
償
撤
去
中
止

独
泡
米
軍
政
長
官
代
理
ク
レ
イ
中
将
は
五
月
二
十
七
日
独
逸
を
経
済
的

一
単
位
と
し
て
、
管

理
す
る
ポ

ツ
ダ
ム
宣
言
の
規
定
が
実
現
す
る
迄
米
国
は
其
の
占
領
地
域

よ
り

の
賠
償
撤
去
を

中
止
す
る
官
、
英

・
ソ
・
仏
三
ヶ
国
に
通
告
し
た
り
。
但
し
既
に
削
当
決
定
済
の
も
の
を
除

ノ
1.

。

三
五

O

__L. 
/ .... 

月

強
逸
聯
邦
案
英
提
識
か

英
国
は
来
る
十
T
R
日
再
開
の
四
ヶ
国
外
相
会
誌
に
ル
!
ル
・
ラ
イ
ン
ラ
ン
ド
を
含
む
独
地
聯

邦
衆
を
挺
識
す
べ
く
、
米
国
は
英
国
の
骸
案
提
議
方
に
正
式
に
同
意
せ
る
由
な
り
。

該
案
件
子
は
放
の
如
し
。

ω
米

・
英

・
ソ
・
仏
四
ヶ
国
は
各
占
領
地
区
の
地
方
自
治
政
府
の
椛
能
を
漸
進
的
に
僧
加
せ

し
め
、
軍
事
占
.
旬
の
終
結
時
期
が
到
来
せ
る
場
合
之
等
向
治
政
府
が
独
立
し
て
自
主
的
統
治

を
行
ひ
得
る
如
〈
す
。

倒

新

独
地
聯
邦
を
構
成
す
る
十

一
乃
至
十
二
州
に
は
大
幅
の
政
治
的
独
立
を
与
へ
終
局
的
に

は
独
逸
聯
邦
を
国
際
紛
合
に
加
盟
せ
し
む
。

間

但

独

泡
の
戦
争
能
力
は
飽
く
迄
抑
制
し
、
特
に
ル
l
ル
地
方
の
工
業
力
は
引
続
き
厳
重
に

管
理
す
。東

車四

月

米
国
、
温
娠
に
ク
レ
ヂ
ツ
ト
許
容

米
国
政
府
は
泡
羅
政
府
に
対
し
米
国
余
剰
物
資
購
入
の
為
、
期
限
二
十
年
、
年
利
二
分
%
に

て
一
千
万
邦
の
ク
レ
ヂ
ツ
ト
を
許
容
せ
る
旨
四
月
十
閉
日
発
表
せ
り
。

比
島
復
興
の
両
法
案
成
立

ト
ル
l

マ
ン
米
国
大
統
領
は
四
月
三
十
日
、
比
ぬ
彼
興
計
両
の
基
礎
た
る
戦
争
損
抑
制
償
法

案
並
に
貿
易
法
案
に
署
名
せ
り
。
戦
争
損
替
相
償
法
は
比
尚
人
の
戦
争
扱
智
一
決
求
決
消
及
び
公

共
財
産
の
再
地
復
興
の
為
約
五
億
仰
の
支
出
を
規
定
し
貿
易
法
は
今
後
二
十
八
年
間
の
米
比
特

恵
通
商
関
係
全
規
定
せ
り
。

五

月

米
般
並
に
為
曾
に
閉
す
忍
米
英
逼
三
国
協
定
成
立

温
縦
米
の
輸
出
促
進
並
に
渇
躍
の
対
米
英
為
替
に
附
す
る
米
英
温
三
図
協
定
は
五
月
二
日
成



立
せ
り
。
同
協
定
に
基
き
パ
ン
コ
ッ
ク
に
米
英
米
穀
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
温
離
政
府
を
援
助
し

て
逼
掘
米
の
哨
産
と
輸
出
促
進
を
図
る
事
と
な
れ
り
。
荷
為
替
相
場
は
次
の
如
〈
公
定
さ
る
。

対

英

一

陽

l
四
十
パ

1
ツ

対

米

一

弗

l
一
O
パ
l
ツ

蘭
印
対
米
加
借
款
成
立

和
問
政
府
は
五
月
六
日
、
ジ
ヤ
ワ
銀
行
と
加
奈
陀
政
府
と
の
聞
に
一
千
荒
百
万
加
来
陀
弗
、

米
国
輸
出
入
銀
行
と
の
悶
に

一
億
弗
の
借
紋
協
定
を
夫
々
締
結
せ
る
旨
発
表
せ
り
。

..4 ，、

月

印
度
中
間
政
府
樹
立

印
度
総
督
ウ
エ
1
ヴ
エ
ル
卿
及
び
英
閣
僚
使
節
団
は
六
月
十
六
日
、
共
同
声
明
を
以
て
十
四

人
の
印
度
各
派
指
導
者
よ
り
成
る
中
間
政
府
樹
立
の
方
針
を
明
に
せ
り
。
声
明
要
旨
左
の
如

し。(
一
)
印
度
総
督
は
十
四
名
の
印
度
各
派
指
導
者
に
対
し
、
中
間
政
府
に
穿
加
す
る
や
う
招
請

・
を
発
せ
り
。

(
二
)
印
度
総
松
岡
は
各
州
政
府
に
対
し
慾
法
制
定
議
会
議
員
を
選
挙
す
る
為
、
州
誠
会
合
召
集

す
る
や
う
要
請
せ
り
。

(
三
)
国
民
会
議
派
、
回
教
徒
聯
盟
の
二
大
党
派
又
は
其
一
つ
が
中
間
政
府
参
加
を
拒
否
す
る

場
合
、
印
度
総
督
は
五
月
十
六
日
附
閣
僚
使
節
提
案
を
受
諾
す
る
人
々
を
代
表
と
す
る
政
府

を
樹
立
す
。

国
共
休
戦
協
定
成
立

マ
ー
シ
ャ
ル
元
帥
の
斡
庇
に
依
り
国
共
両
軍
の
満
洲
に
於
け
る
十
五

H
削
の
休
戦
協
定
は
六

月
七
日
制
印
せ
ら
れ
た
り
。
十
五
日
間
の
休
戦
則
問
中
、
国
共
両
者
は

て
揃
洲
に
於
け
る
恒
久
的
武
力
抗
争
の
停
止

て
通
信
、
変
通
の
回
復

て
軍
隊
再
編
成

の
三
項
目
に
付
注
交
渉
せ
る
も
、
妥
結
を
見
る
に
到
ら
ず
、
更
に
八
日
間
の
休
戦
を
協
定
せ

h

ツ。

栴
外
経
済
調
査
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昭
和
二
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七
月
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九
月

昭
和
二
十
一
年
七
月
|
|

九
月

海

外

経

済

事

情

国
際
通
貨
基
金
と
国
際
復
興
開
発
銀
行
の
第

}
回
定
例
年
次
各
国
委
員
会
が
九
月
二
十
七
日

か
ら
華
府
で
聞
か
れ
た
。
前
者
の
各
国
委
員
会
は
十
月
二
日
次
の
四
ヶ
国
の
新
規
参
加
を
京
認
、

夫
々
の
割
当
額
を
決
定
し
た
。

イ

タ

て八
O

四
三

百
万
弗

Jレ

コ

シ

ムハ

・
五

ア

パ

四

・
五

此
の
外
、
仏
国
及
び
パ
ラ
グ
ワ
イ
の
基
金
割
当
額
が
犬
々
五
億
二
千
五
百
万
邦
及
び
三
百
五

十
万
弗
に
増
加
さ
れ
、
従
っ
て
基
金
総
額
は
七
十
三
億
九
千
七
百
五
十
万
弗
か
ら
七
十
七
億
七

百
万
弗
に
増
額
さ
れ
た
。

国
際
復
興
開
発
銀
行
各
国
委
員
会
も
一
一一
目
前
記
四
ヶ
国
の
加
盟
を
可
決
、
同
行
加
盟
国
は
之

で
四
十
-
一
ヶ
国
と
な
っ
た
。

新
加
即
四
ヶ
聞
に
対
す
る
銀
行
資
本
金
の
制
当
は
基
金
と
全
然
同
額
で
あ
る
。
尚
仏
国
へ
の

資
木
金
制
当
は
、
四
億
五
千
万
弗
か
ら
五
位
二
千
五
百
万
弗
に
増
額
す
る
こ
と
に
決
定
、
パ
ラ

グ
ワ
イ
は
八
十
万
弗
か
ら
百
四
十
万
仰
に
増
加
す
る
こ
と
与
な
っ
た
。
伊
太
利
の
加
入
に
付
て

銀
行
及
び
基
金
当
局
は
、
右
は
日
独
そ
の
他
旧
敵
国
の
加
入
"許
可
の
前
例
と
は
な
ら
ず
、
山
申
込

が
あ
っ
た
と
き
個
々
に
考
慮
す
る
旨
戸
明
し
た
。

基
金
及
び
銀
行
の
第
一
固
定
例
年
次
各
国
委
員
会
は
十
月
一
一
一
日
終
了
し
た
。

国
際
復
興
開
発
銀
行
は
九
月
二
十
七
日
加
盟
国
に
対
し
其
の
応
募
株
式
五
銘
の
払
込
を
催
告

し
た
。
期
限
は
一
九
四
六
年
十

一
月
二
十
五
日
で
、
払
込
総
額
は
三
億
八
千
三
百
五
十
万
弗
、

レ

ノ

ン

三
五
一


